
 

 

総社市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和元年１１月２９日 

 

                                       総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第４４号 

 

総社市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（総社市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１条 総社市職員の退職手当に関する条例（平成１７年総社市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この

条において「改正後部分」という。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合に

は，当該改正部分を削る。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限） 

第１２条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは，当該退職

に係る退職手当管理機関は，当該退職をした者（当該退職をした者が死亡

したときは，当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を

承継した者）に対し，当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任，

当該退職をした者の勤務の状況，当該退職をした者が行った非違の内容及

び程度，当該非違に至った経緯，当該非違後における当該退職をした者の

言動，当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に

対する信頼に及ぼす影響を勘案して，当該一般の退職手当等の全部又は一

部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

(１) 略 

(２) 法第２８条第４項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者 

 

２及び３ 略 

 

 

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限） 

第１２条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは，当該退職

に係る退職手当管理機関は，当該退職をした者（当該退職をした者が死亡

したときは，当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を

承継した者）に対し，当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任，

当該退職をした者の勤務の状況，当該退職をした者が行った非違の内容及

び程度，当該非違に至った経緯，当該非違後における当該退職をした者の

言動，当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に

対する信頼に及ぼす影響を勘案して，当該一般の退職手当等の全部又は一

部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

(１) 略 

(２) 地方公務員法第２８条第４項の規定による失職（同法第１６条第１号

に該当する場合を除く。）又はこれに準ずる退職をした者 

２及び３ 略 

 

 



 

 

 （総社市職員定数条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 総社市職員定数条例等の一部を改正する条例（令和元年総社市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

  第９条を次のように改める。 

 

（総社市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第９条 総社市職員の退職手当に関する条例（平成１７年総社市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この

条において「改正後部分」という。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合に

は，当該改正後部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（退職手当の支給） 

第２条 略 

２ 職員以外の者のうち，職員について定められている勤務時間以上勤務し

た日（法令又は条例若しくはこれに基づく規則により，勤務を要しないこ

ととされ，又は休暇を与えられた日を含む。）が１８日以上ある月が引き

続いて１２月を超えるに至ったもので，その超えるに至った日以後引き続

き当該勤務時間により勤務することとされているものは，職員とみなし

て，この条例（第４条中１１年以上２５年未満の期間勤続した者の通勤に

よる負傷又は病気（以下「傷病」という。）による退職及び死亡による退

職に係る部分以外の部分並びに第５条中公務上の傷病又は死亡による退

職に係る部分並びに２５年以上勤続した者の通勤による傷病による退職

及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。）の規定を適用する。

ただし，法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員については，この限り

でない。 

３ 略 

 

（定義） 

第１１条 本条から第１８条までにおいて，次の各号に掲げる用語の意義

は，当該各号に定めるところによる。 

(１) 懲戒免職等処分 法第２９条の規定による懲戒免職の処分その他の

職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。 

 

 

（退職手当の支給） 

第２条 略 

２ 職員以外の者のうち，職員について定められている勤務時間以上勤務し

た日（法令又は条例若しくはこれに基づく規則により，勤務を要しないこ

ととされ，又は休暇を与えられた日を含む。）が１８日以上ある月が引き

続いて１２月を超えるに至ったもので，その超えるに至った日以後引き続

き当該勤務時間により勤務することとされているものは，職員とみなし

て，この条例（第４条中１１年以上２５年未満の期間勤続した者の通勤に

よる負傷又は病気（以下「傷病」という。）による退職及び死亡による退

職に係る部分以外の部分並びに第５条中公務上の傷病又は死亡による退

職に係る部分並びに２５年以上勤続した者の通勤による傷病による退職

及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。）の規定を適用する。 

 

 

３ 略 

 

（定義） 

第１１条 本条から第１８条までにおいて，次の各号に掲げる用語の意義

は，当該各号に定めるところによる。 

(１) 懲戒免職等処分 地方公務員法第２９条の規定による懲戒免職の処

分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる

処分をいう。 



 

 

改 正 後 改 正 前 

(２) 退職手当管理機関 法その他の法令の規定により職員の退職（この条

例その他の条例の規定により，この条例の規定による退職手当を支給し

ないこととしている退職を除く。以下第１８条までにおいて同じ。）の

日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機

関（当該機関がない場合にあっては，懲戒免職等処分及び本条から第１

８条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が定める機関）をい

う。ただし，当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員につ

いては，当該職員の占めていた職（当該職が廃止された場合にあっては，

当該職に相当する職）を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を

有する機関（当該機関がない場合にあっては，懲戒免職等処分及び本条

から第１８条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が定める

機関）をいう。 

 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第１４条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額

が支払われていない場合において，次の各号のいずれかに該当するとき

は，当該退職に係る退職手当管理機関は，当該退職をした者（第１号又は

第２号に該当する場合において，当該退職をした者が死亡したときは，当

該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し，第１

２条第１項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一

般の退職手当等の額との権衡を勘案して，当該一般の退職手当等の全部又

は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

 (１) 略 

 (２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し法第２９条第３項の

規定による懲戒免職処分（以下「再任用職員に対する免職処分」という。）

を受けたとき。 

 (３) 略 

２～６ 略 

 

(２) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の

退職（この条例その他の条例の規定により，この条例の規定による退職

手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第１８条までにおい

て同じ。）の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有

していた機関（当該機関がない場合にあっては，懲戒免職等処分及び本

条から第１８条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が定め

る機関）をいう。ただし，当該機関が退職後に廃止された場合における

当該職員については，当該職員の占めていた職（当該職が廃止された場

合にあっては，当該職に相当する職）を占める職員に対し懲戒免職等処

分を行う権限を有する機関（当該機関がない場合にあっては，懲戒免職

等処分及び本条から第１８条までの規定に基づく処分の性質を考慮し

て市長が定める機関）をいう。 

 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第１４条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額

が支払われていない場合において，次の各号のいずれかに該当するとき

は，当該退職に係る退職手当管理機関は，当該退職をした者（第１号又は

第２号に該当する場合において，当該退職をした者が死亡したときは，当

該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し，第１

２条第１項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一

般の退職手当等の額との権衡を勘案して，当該一般の退職手当等の全部又

は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

 (１) 略 

 (２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第２９

条第３項の規定による懲戒免職処分（以下「再任用職員に対する免職処

分」という。）を受けたとき。 

 (３) 略 

２～６ 略 

 

 

（総社市職員等の旅費に関する条例の一部改正） 

第３条 総社市職員等の旅費に関する条例（平成１７年総社市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 



 

 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた

部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（旅費の支給） 

第３条 略 

２ 略 

３ 職員が前項第１号に該当する場合において，地方公務員法第１６条第１

号から第４号まで若しくは同法第２９条第１項各号に掲げる事由又はこ

れらに準ずる事由により退職等となった場合には，前項の規定にかかわら

ず，同項の規定による旅費は支給しない。 

４～７ 略 

 

 

（旅費の支給） 

第３条 略 

２ 略 

３ 職員が前項第１号に該当する場合において，地方公務員法第１６条第２

号から第５号まで若しくは同法第２９条第１項各号に掲げる事由又はこ

れらに準ずる事由により退職等となった場合には，前項の規定にかかわら

ず，同項の規定による旅費は支給しない。 

４～７ 略 

 

 

（総社市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第４条 総社市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１７年総社市条例第２０９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（退職手当） 

第１６条 略 

２ 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは，市長は，当該退

職をした者に対し，当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しない

こととすることができる。 

 (１) 略 

 (２) 地方公務員法第２８条第４項の規定による失職又はこれに準ずる退

職をした者 

(３) 略 

３～６ 略 

 

  

（退職手当） 

第１６条 略 

２ 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは，市長は，当該退

職をした者に対し，当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しない

こととすることができる。 

(１) 略 

(２) 地方公務員法第２８条第４項の規定による失職（同法第１６条第１号

に該当する場合を除く。）又はこれに準ずる退職をした者 

(３) 略 

３～６ 略 

 

 

 附 則 

 この条例は，令和元年１２月１４日から施行する。 


